
更新月の見直しについて 

 

平成 29年 1月 5⽇ 
各位 

株式会社 U－NEXT 

 

 

 

平素は「U-NEXT光」をご愛顧いただき厚く御礼を申し上げます。 

株式会社 U－NEXT（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長:宇野康秀）は、対象サービスの更新月

（解約金をお支払いいただかない期間）を、ご利用期間満了月の「翌 1ヵ月間」から「翌 2ヵ月

間」へ変更いたします。 

 

※対象サービスへ新たに加入されたお客さまは、開通日の翌月 1日が「ご利用開始日となります。
また、対象サービスをご利用中のお客さまは、開通日の翌月 1日がご利用開始日となります。 
 
■改定日 

平成 29年 1月 5 ⽇ 

 

■対象サービス 

U-NEXT 光にねん割 

U-Pa！ にねん割 

U-NEXT 光セキュリティパック 

 

 


